


一

万
国
郵
便
連
合
憲
章
の
第
九
追
加
議
定
書

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
お
い
て
大
会
議
と
し
て
会
合
し
た
万
国
郵
便
連
合
加
盟
国
の
政
府
の
全
権
委
員
は
、
千
九
百
六
十
四
年

七
月
十
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
作
成
さ
れ
た
万
国
郵
便
連
合
憲
章
第
三
十
条
２
の
規
定
に
鑑
み
、
批
准
を
条
件
と
し
て
、
同
憲
章
に

対
す
る
次
の
改
正
を
採
択
し
た
。

第
一
条

憲
章
第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条

連
合
の
範
囲
及
び
目
的

１

こ
の
憲
章
を
採
択
す
る
諸
国
は
、
郵
便
物
の
相
互
交
換
の
た
め
、
万
国
郵
便
連
合
の
名
称
で
、
単
一
の
郵
便
境
域
を
形

成
す
る
。
継
越
し
の
自
由
は
、
連
合
の
文
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
連
合
の
全
境
域
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
。

２

連
合
は
、
郵
便
業
務
の
組
織
化
及
び
完
成
を
確
保
し
、
か
つ
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
国
際
協
力
の
増
進
を
助
長
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

３

連
合
は
、
加
盟
国
が
要
請
す
る
郵
便
に
関
す
る
技
術
援
助
に
で
き
る
限
り
参
加
す
る
。



二

第
二
条

憲
章
第
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二

定
義

連
合
の
文
書
の
適
用
上
、
次
の
用
語
は
、
次
に
定
義
す
る
意
味
を
有
す
る
。

１

「
郵
便
業
務
」
と
は
、
連
合
の
文
書
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
及
び
規
律
さ
れ
る
範
囲
の
全
て
の
国
際
郵
便
業
務
を
い

1.1
い
、
郵
便
物
の
取
集
、
処
理
、
送
達
及
び
配
達
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
加
盟
国
の
一
定
の
社
会
的
及
び
経
済
的
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
業
務
と
す
る
。

「
加
盟
国
」
と
は
、
次
条
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
国
を
い
う
。

1.2

「
単
一
の
郵
便
境
域
」
と
は
、
連
合
の
文
書
の
締
約
国
が
、
連
合
の
文
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
継
越
し
の
自
由

1.3
を
尊
重
し
た
上
で
郵
便
物
の
相
互
交
換
を
確
保
し
、
及
び
他
の
領
域
又
は
地
域
か
ら
の
継
越
郵
便
物
を
差
別
す
る
こ
と

な
く
自
国
の
郵
便
物
と
同
様
に
取
り
扱
う
義
務
を
負
う
境
域
を
い
う
。

「
継
越
し
の
自
由
」
と
は
、
仲
介
加
盟
国
が
、
連
合
の
文
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
内
国
制
度
に
お
け
る
郵
便
物

1.4
に
対
す
る
取
扱
い
と
同
様
の
取
扱
い
に
よ
り
、
他
の
加
盟
国
へ
の
継
越
し
の
た
め
に
引
き
渡
さ
れ
た
郵
便
物
を
送
達
す



三

第
二
条

憲
章
第
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
の
二

定
義

連
合
の
文
書
の
適
用
上
、
次
の
用
語
は
、
次
に
定
義
す
る
意
味
を
有
す
る
。

１

「
郵
便
業
務
」
と
は
、
連
合
の
文
書
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
及
び
規
律
さ
れ
る
範
囲
の
全
て
の
国
際
郵
便
業
務
を
い

1.1
い
、
郵
便
物
の
取
集
、
処
理
、
送
達
及
び
配
達
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
加
盟
国
の
一
定
の
社
会
的
及
び
経
済
的
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
業
務
と
す
る
。

「
加
盟
国
」
と
は
、
次
条
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
す
国
を
い
う
。

1.2

「
単
一
の
郵
便
境
域
」
と
は
、
連
合
の
文
書
の
締
約
国
が
、
連
合
の
文
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
継
越
し
の
自
由

1.3
を
尊
重
し
た
上
で
郵
便
物
の
相
互
交
換
を
確
保
し
、
及
び
他
の
領
域
又
は
地
域
か
ら
の
継
越
郵
便
物
を
差
別
す
る
こ
と

な
く
自
国
の
郵
便
物
と
同
様
に
取
り
扱
う
義
務
を
負
う
境
域
を
い
う
。

「
継
越
し
の
自
由
」
と
は
、
仲
介
加
盟
国
が
、
連
合
の
文
書
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
内
国
制
度
に
お
け
る
郵
便
物

1.4
に
対
す
る
取
扱
い
と
同
様
の
取
扱
い
に
よ
り
、
他
の
加
盟
国
へ
の
継
越
し
の
た
め
に
引
き
渡
さ
れ
た
郵
便
物
を
送
達
す

る
こ
と
を
確
保
す
る
原
則
を
い
う
。

「
通
常
郵
便
物
」
と
は
、
万
国
郵
便
条
約
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。

1.5

削
除

1.6
の
二

「
郵
便
物
」
と
は
、
通
常
郵
便
物
、
小
包
郵
便
物
、
郵
便
為
替
証
書
等
加
盟
国
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
に
よ
り

1.6
差
し
出
さ
れ
る
個
々
の
物
を
意
味
す
る
包
括
的
な
用
語
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
、
万
国
郵
便
条
約
、
郵
便
送
金
業
務
に

関
す
る
約
定
及
び
こ
れ
ら
の
施
行
規
則
に
お
い
て
定
め
る
。

「
指
定
さ
れ
た
事
業
体
」
と
は
、
郵
便
業
務
を
運
営
し
、
及
び
自
国
の
領
域
に
お
い
て
連
合
の
文
書
か
ら
生
ず
る
関

1.7
連
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
加
盟
国
に
よ
つ
て
正
式
に
指
定
さ
れ
た
政
府
機
関
又
は
非
政
府
機
関
を
い
う
。

「
留
保
」
と
は
、
加
盟
国
が
、
連
合
の
文
書
（
憲
章
及
び
一
般
規
則
を
除
く
。
）
の
規
定
の
自
国
へ
の
適
用
上
そ
の

1.8
法
的
効
果
を
排
除
し
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
例
外
条
項
を
い
う
。
い
ず
れ
の
留
保
も
、
前
文
及
び
前
条
に

規
定
す
る
連
合
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
留
保
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
理
由
を
有

す
る
も
の
と
し
、
及
び
当
該
留
保
が
対
象
と
す
る
文
書
の
承
認
に
必
要
な
多
数
に
よ
つ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
当
該
文
書
に
係
る
最
終
議
定
書
に
規
定
す
る
。



四

第
三
条

憲
章
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

連
合
の
文
書

１

憲
章
は
、
連
合
の
基
本
的
文
書
と
す
る
。
憲
章
は
、
連
合
の
組
織
規
定
を
内
容
と
し
、
留
保
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

２

一
般
規
則
は
、
憲
章
の
適
用
及
び
連
合
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
を
内
容
と
す
る
。
一
般
規
則
は
、
全
て
の
加

盟
国
に
つ
い
て
義
務
的
な
文
書
と
し
、
留
保
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

３

万
国
郵
便
条
約
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
国
際
郵
便
業
務
に
適
用
さ
れ
る
共
通
の
規
則
並
び
に
通
常
郵
便
業
務
及
び
小

包
郵
便
業
務
に
関
す
る
規
定
を
内
容
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
全
て
の
加
盟
国
に
つ
い
て
義
務
的
な
文
書
と
す
る
。

加
盟
国
は
、
自
国
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
条
約
及
び
そ
の
施
行
規
則
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

４

連
合
の
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
そ
の
締
約
国
で
あ
る
加
盟
国
間
の
業
務
（
通
常
郵
便
業
務
及
び
小
包
郵
便
業
務

を
除
く
。
）
を
規
律
す
る
。
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
そ
の
締
約
国
で
あ
る
加
盟
国
の
み
を
拘
束
す
る
。
当
該
締
約

国
で
あ
る
加
盟
国
は
、
自
国
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と



五

第
三
条

憲
章
第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

連
合
の
文
書

１

憲
章
は
、
連
合
の
基
本
的
文
書
と
す
る
。
憲
章
は
、
連
合
の
組
織
規
定
を
内
容
と
し
、
留
保
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

２

一
般
規
則
は
、
憲
章
の
適
用
及
び
連
合
の
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
を
内
容
と
す
る
。
一
般
規
則
は
、
全
て
の
加

盟
国
に
つ
い
て
義
務
的
な
文
書
と
し
、
留
保
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

３

万
国
郵
便
条
約
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
国
際
郵
便
業
務
に
適
用
さ
れ
る
共
通
の
規
則
並
び
に
通
常
郵
便
業
務
及
び
小

包
郵
便
業
務
に
関
す
る
規
定
を
内
容
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
全
て
の
加
盟
国
に
つ
い
て
義
務
的
な
文
書
と
す
る
。

加
盟
国
は
、
自
国
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
条
約
及
び
そ
の
施
行
規
則
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

４

連
合
の
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
そ
の
締
約
国
で
あ
る
加
盟
国
間
の
業
務
（
通
常
郵
便
業
務
及
び
小
包
郵
便
業
務

を
除
く
。
）
を
規
律
す
る
。
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
は
、
そ
の
締
約
国
で
あ
る
加
盟
国
の
み
を
拘
束
す
る
。
当
該
締
約

国
で
あ
る
加
盟
国
は
、
自
国
の
指
定
さ
れ
た
事
業
体
が
、
約
定
及
び
そ
の
施
行
規
則
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
こ
と

を
確
保
す
る
。

５

３
及
び
４
に
規
定
す
る
施
行
規
則
は
、
条
約
及
び
約
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
細
目
手
続
を
内
容
と
す
る
も
の
と

し
、
大
会
議
に
お
い
て
行
わ
れ
た
決
定
を
考
慮
し
て
、
郵
便
業
務
理
事
会
が
定
め
る
。

６

３
か
ら
５
ま
で
に
規
定
す
る
連
合
の
文
書
に
場
合
に
よ
り
附
属
す
る
最
終
議
定
書
は
、
当
該
文
書
に
対
す
る
留
保
を
内

容
と
す
る
。

第
四
条

こ
の
追
加
議
定
書
の
効
力
発
生
及
び
有
効
期
間

１

こ
の
追
加
議
定
書
は
、
二
千
十
八
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
、
無
期
限
に
効
力
を
有
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
加
盟
国
政
府
の
全
権
委
員
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
憲
章
中
に
あ
る
場
合
と
同
一
の
効
力
及
び
同
一
の

価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
こ
の
追
加
議
定
書
を
作
成
し
、
国
際
事
務
局
長
に
寄
託
さ
れ
る
本
書
一
通
に
署
名
し
た
。
万
国
郵

便
連
合
国
際
事
務
局
は
、
そ
の
謄
本
一
通
を
各
締
約
国
に
送
付
す
る
。

二
千
十
六
年
十
月
六
日
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
作
成
し
た
。


